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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行細則 

平成２５年 ４月 １日 

明日香村規則第 １０ 号 

 

（趣旨） 

第１条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和４１年法律第１号。以下

「法」という。)の施行については、法、古都における歴史的風土の保存に関する特別措

置法施行令(昭和４１年政令第３８４号)及び古都における歴史的風土の保存に関する特

別措置法施行規則(昭和４２年建設省令第２号)に定めるもののほか、この規則の定めると

ころによる。 

 

 （歴史的風土特別保存地区内における行為の許可申請又は協議） 

第２条 法第８条第１項の規定による許可の申請又は同条第８項の規定による協議は、歴史

的風土特別保存地区内行為許可申請(協議)書(第１号様式)を２部提出して行うものとする。 

２ 前項の申請書又は協議書には、附近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、構造図、

地形図、法面断面図、登記簿謄本（建築物の場合に限る。）等村長が必要と認める書類を

添付しなければならない。 

 

（許可標識の掲示） 

第３条 法第８条第１項の規定により村長の許可を受けた者は、許可を受けた行為の期間中、

当該行為地の見やすい場所に、標識(第２号様式)を掲示しておかなければならない。 

 

（許可申請の取り下げ等） 

第４条 法第８条第１項の規定による許可の申請又は同条第８項の規定による協議の申出

を行った者は、当該申請又は申出を取り下げるときは、歴史的風土特別保存地区内行為許

可申請（協議）取り下げ届（第３号様式）により村長に届け出なければならない。 

２ 法第８条第１項の規定による許可を受けた者又は同条第８項の規定による協議を行っ

た者は、当該許可又は協議に係る行為の全部又は一部を取りやめたいときは、歴史的風土

特別保存地区内行為取りやめ届（第４号様式）により村長に届け出なければならない。 
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（住所・氏名等の異動届） 

第５条 法第８条第１項の規定による許可の申請をした者は、自己の住所又は氏名(法人に

あっては、主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名)に異動を生じたときは、

速やかにその旨を第５号様式により、村長に届け出なければならない。 

 

（行為の完了届） 

第６条 法第８条第１項の規定により村長の許可を受けた者は、許可を受けた行為が完了し

たときは、その行為が完了した日から５日以内に、行為完了届(第６号様式)を提出しなけ

ればならない。 

 

（身分証明書） 

第７条 法第１８条第２項の規定による当該職員の身分証明書は、（第７号様式）によるも

のとする。 

 

（補足） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度村長が定める。 

 

 附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 


